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１ 調査目的 

① 普段の消費生活や消費者教育に関する意識や実態について調査を実施。 

② ①の結果を今後の本市における「豊かで安全な消費市民社会の実現」に向けてさまざまな施策の参

考とする。 

 

 

２ 調査期間   

令和 7年 8月 12日(火)～8月 26日(火) 

 

 

３ 調査項目 

消費生活に関する意識調査について（問 1～問 11） 

 

 

  



 

４ 回答者属性 

 

    
 

    
     



 

５ 結果の概要 

消費生活に関する意識調査について（問 1～問 11） 

多くのご回答をいただき、ありがとうございました。 

まず「質問１～５」では、消費生活トラブル（被害）に関する経験や日常生活においての意識の持

ち方などの実態を把握するための質問項目を設定しました。 

「質問１.過去に経験した消費生活トラブル（被害）を教えてください。＜複数回答可＞」の問に

対し、「経験したことはない」と回答した人は、全体の 52％という結果となったことから、約半数

（48％）の方が何らかの消費生活トラブル（被害）にあっていることがわかりました。消費生活トラ

ブル（被害）内容は、「架空の請求や不当な請求をされた」と回答した人は 23％と最も多く、続いて

「商品（サービス）の内容が表示や広告と大きく違っていた」18％、「問題のある販売方法（執拗な勧

誘、嘘の説明、せかされるなど）」12％、といった特殊詐欺や悪意のある事業者によるものが上位に入

りました。消費生活トラブル（被害）にあった人のうち 41％の人が「どこ（誰）にも相談しなかった」

との回答で、そのうち 22％の人が「どこ（誰）に相談していいかわからなかったから」と回答。 

「質問２.消費生活に関する相談窓口として知っているものはどこですか。＜複数回答可＞」の問

に対し、「すべて知らない」と 17％の人が答えているため、市消費生活センターをはじめとする、行

政相談窓口の周知をさらに行い、この数字を 0％に近づけることが課題となります。 

「質問４.消費生活トラブル（被害）にあわないように注意していることはありますか。＜複数回

答可＞」の問に対し、「特に注意していない」と回答した人は 0％で、すべての人が消費生活トラブル

（被害）を意識しているという結果となりました。裏を返せば、消費生活トラブル（被害）が日常に

おいて常態化しているということが言えます。 

「質問５.消費生活に関する情報はどこから得ていますか。＜複数回答可＞」の問に対し、「行政（国、

県、市）の Webサイト」が 16％と相対的に低く、行政相談窓口がより身近な存在として認知されるよ

うな施策が必要です。 

「質問６～９」では、消費者教育に関する質問項目を設定しました。 

「質問６.消費者教育として興味がある内容がありますか。＜複数回答可＞」の問に対し、「悪徳商

法や詐欺被害に関するもの」が 60％と最も高く、続いて「デジタルサービス（仕組み、リスクなど）

に関するもの」、「金融経済教育に関するもの（家計管理、生活設計、投資、資産形成など）」といった

身近なものが上位に入りました。 

「質問７.消費者教育を受けたことがありますか。＜複数回答可＞」の問に対し、「受けたことがな

い」と回答した人は 70％と非常に高い割合となっています。一方で「質問９.消費者教育はいつ（何

歳）から始めるべきと思いますか。」の問に対して、「小学生から」が 52％、「中学生から」が 29％、

「高校生から」が 14％と、合計 95％の人が「高校生までには始めるべき」と回答しており、教育の機

会を増やすための施策を立てることが急務となります。 



 

 

「質問１０～１１」では、消費生活センターの役割に関する質問項目を設定しました。 

「質問１０.消費生活センターに求める役割はありますか。＜複数回答可＞」の問に対し、「相談

しやすい窓口（雰囲気など）」と回答した人は 67％と最も多く、センターは市民から身近に感じら

れ、相談しやすい存在であることが求められていることがわかりました。また、「消費生活センター

の認知度アップ」と回答した人は 57％と 2番目に多く、消費生活センターがどのような窓口である

かを市民に伝わるよう、啓発活動をさらに強化することが必要であるということがわかりました。 

「質問１１.消費者に対してどのようなサポートが必要であると感じますか。＜複数回答可＞ 

の問に対し、「SNSを活用した迅速な情報提供」と回答した人は 63％と最も多く、電子媒体を中心と

した迅速な最新情報の発信が求められていることがわかりました。また、「情報弱者（高齢者など）

に対するフォロー」と回答した人は 58％と 2番目に多く、支援が必要な人に対して、それぞれの支

援者と連携し、消費者教育を推進することが必要であるということがわかりました。 



 

６ 項目別の結果 

消費生活に関する意識調査について（問 1～問 11） 

 

質問１.過去に経験した消費生活トラブル（被害）を教えてください。＜複数回答可＞ 

 

 
■その他 （抜粋） 

・返金詐欺メールが届いた 

・個人情報を盗みとる商品サイトを利用してしまった 

・商品が送られてこなかった 

 

 

質問１-２. 消費生活トラブル（被害）にあったときは、どこ（誰）に相談しましたか。＜複数回答可＞  

  

■その他 

・クレジットカード会社に連絡してカード利用を止めてもらった 

5件（3％） 100件（52％）

23件（12％）

15件（8％）

21件（11％）

8件（4％）

35件（18％）

43件（23％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件

8.その他

7.経験したことはない

6.問題のある販売方法（執拗な勧誘、噓の説明、せかされるなど）

5.事後の対応や苦情への対応に関するトラブル

4.解約・中途解約・返品に関するトラブル

3.商品（サービス）の安全性や衛生面に関するトラブル

2.商品（サービス）の内容が表示や広告と大きく違っていた

1.架空の請求や不当な請求をされた

1件（1％）

0件（0％）

4件（4％）

3件（3％）

12件（13％）

25件（27％）

8件（9％）

12件（13％）

0件… 22件（24％）

37件（41％）

件 5件 10件 15件 20件 25件 30件 35件 40件

11.その他

10.学校関係者（先生、事務員など）

9.警察（相談専用電話を含む）

8.弁護士、司法書士

7.商品（サービス）の製造・提供元であるメーカー等の事業者

6.商品（サービス）の販売店や代理店など

5国や県の消費生活相談窓口（国民生活センター、消費者ホットラ

イン188、県民生活センターなど）

4.市の消費生活相談窓口（市消費生活センター）

3.地域の身近な相談者（自治会、民生児童委員、ケアマネージャー

など）

2.家族や親戚、友人、同僚など身近な人

1.どこ（誰）にも相談しなかった

N=191 件 

N=91 件 



 

 

質問１-３.相談しなかった理由はなんですか。＜複数回答可＞ 

 

■その他（抜粋） 

・購入先と連絡が取れなかった 

・業者からの連絡が商品消費後であり、健康被害も生じなかった 

 

 

質問１-４.発生した消費生活トラブル（被害）は解決しましたか。 

 

  

 

 

 

 

 

 

2件（5％）

2件（5％）

12件（32％）

3件（8％）
18件（49％）

8件（22％）

件 2件 4件 6件 8件 10件 12件 14件 16件 18件 20件

6.その他

5.被害にあったことに気が付かなかったから

4.相談するほどのことではないと思ったから（面倒くさいなど）

3.自分に責任があると思ったから（他人に迷惑をかけられない、

はずかしくて言えないなど）

2.自分で解決できた（解決しようと思った）から

1.どこ（誰）に相談していいかわからなかったから

N=37件



 

 

質問２.消費生活に関する相談窓口として知っているものはどこですか。＜複数回答可＞  

 

 
 

 

 

質問３.消費生活トラブル（被害）にあわない自信はありますか。 

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

33件（17％）

39件（20％）

94件（49％）

40件（21％）

106件（55％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件

5.すべて知らない

4.消費者ホットライン「188（いやや！）」

3.国民生活センター

2.県民生活相談センター

1.市消費生活センター

 

 

N=191 件 



 

 

質問４.消費生活トラブル（被害）にあわないように注意していることはありますか。＜複数回答可＞ 

 

 
■その他（抜粋） 

・名刺もらい本人確認をする  ・即決しない  ・市の補助金を利用し、防犯機能付き電話機を購入した 

 

 

質問５.消費生活に関する情報はどこから得ていますか。＜複数回答可＞ 

 

 

■その他（抜粋） 

・行政以外の Web サイト  ・Web 検索エンジンの利用 

3件（2％）

0件（0％）

55件（29％）
135件（71％）

139件（73％）

91件（48％）

69件（36％）

83件（43％）

93件（49％）

79件（41％）
127件（66％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件 140件 160件

11.その他

10.特に注意していない

9.テレビや新聞など、メディア発信情報に注意している

8.知らない電話には出ない

7.怪しいサイトやメールは、開かずに削除する

6.個人情報はむやみに教えないようにしている

5.クレジットカードや銀行口座を管理し、計画的に利用している

4.契約（購入）先事業者の所在地や連絡先、口コミなどを事前に

確認する

3.契約書や申込書の内容をよく確認してから契約（購入）する

2.必要に応じ家族や親戚、友人、同僚など身近な人に相談する

1.本当に必要な契約（購入）以外は、きっぱり断る

5件（3％）

19件（10％）

13件（7％）

12件（6％）

30件（16％）

84件（44％）

85件（45％）
120件（63％）

96件（50％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件 140件

9.その他

8.特に情報は得ていない

7.事業者

6.地域（自治会、町内会）

5.行政（国、県、市）のWebサイト

4.市が発行する広報紙

3.新聞、雑誌、書籍

2.テレビ、ラジオ

1.SNS
N=191件

N=191 件 



 

 

質問６.消費者教育として興味がある内容がありますか。＜複数回答可＞ 

 

 

■その他 

・食の安全性に関すること 

 

 

質問７.消費者教育を受けたことがありますか。＜複数回答可＞ 

 

 

■その他（抜粋） 

・消費生活モニターに対する研修会への参加 

1件（1％）

24件（13％）

36件（19％）

40件（21％）

78件（41％）

92件（48％）

115件（60％）

65件（34％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件 140件

8.その他

7.特にない

6.社会情勢に即した消費行動に関するもの（成人年齢引き

下げ、自然災害多発による消費行動の変化など）

5.SDGsに関するもの（食品ロス削減、エシカル消費など）

4.金融経済教育に関するもの（家計管理、生活設計、投

資、資産形成など）

3.デジタルサービス（仕組み、リスクなど）に関するもの

2.悪徳商法や詐欺被害に関するもの

1.消費者教育の概要（総論、契約ルール、相談窓口案内な

ど基本的事項）

N=191件

2件（1％）

134件（70％）
14件（7％）

8件（4％）

7件（4％）

17件（9％）

2件（1％）

13件（7％）

11件（6％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件 140件 160件

9.その他

8.受けたことがない

7.行政（県、市）が行う研修会、講演会

6.消費者団体、NPOが行う講座

5.地域（自治会、老人会など）で行う講座

4.会社・職場で行う研修

3.大学の授業

2.高校の授業

1.小・中学校の授業
N=191 件 



 

 

質問８.どのようなときに消費者教育を必要と感じますか。＜複数回答可＞ 

 

 

 

 

質問９.消費者教育はいつ（何歳）から始めるべきと思いますか。 

 

 

 

 

 

■その他（抜粋） 

・多種多様で情報量が多いため、新たな問題が発生する度に実施 

・SNS を使った詐欺が増えているため、スマホを持ち始める年代から実施 

0件（0％）

9件（5％）

79件（41％）

61件（32％）

65件（34％）

68件（36％）

件 10件 20件 30件 40件 50件 60件 70件 80件 90件

6.その他

5.必要と感じない

4.ニュースなどのメディアでトラブル（被害）が取り上げ

られていた

3.身近な人がトラブル（被害）にあった

2.トラブル（被害）にあった（あいそうになった）

1.常に必要と感じている

N=191件

7.その他 2 件(1％) 

 

5.高齢者になってから 0 件（0％） 

6.する必要はない   0 件（0％） 



 

 

質問９-２.消費者教育をどのような方法で実施すると良いと思いますか。＜複数回答可＞ 

                                            

    

 

■その他（抜粋） 

・消費生活モニター（現サポーター）に対する特別な教育 

・被害事例やその経過について広報紙に掲載する 

 

質問１０.消費生活センターに求める役割はありますか。＜複数回答可＞ 

 

 
 

■その他（抜粋） 

・相談内容や件数についての情報開示（見える化） 

・駅構内施設など交通利便性の高い場所での窓口設置 

2件（1％）

49件（26％）

36件（19％）

53件（28％）

84件（44％）
159件（83％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件 140件 160件 180件

6.その他

5.インターネットを介した動画視聴研修

4.インターネットを介したリアルタイムな対面研修

3.希望者を募った研修会、講演会

2.小規模グループ（自治会、老人会など）を対象とした

出前講座

1.対面で行う授業形式（学校授業、職場研修など）

N=191件

2件（1％）

4件（2％）

69件（36％）

49件（26％）

76件（40％）

128件（67％）

68件（36％）
108件（57％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件 140件

8.その他

7.特にない

6.情報弱者（高齢者など）に対するフォロー体制の整備

（地域と消費生活センターとをつなぐ役割を担う消費生活

サポーターの育成・連携など）

5.積極的な消費者教育の実施

4.社会情勢に即した消費生活トラブル啓発

3.相談しやすい窓口（雰囲気など）

2.消費者相談体制の充実（相談員のスキルアップなど）

1.消費生活センターの認知度アップ

N=191件



 

 

質問１１.消費者に対してどのようなサポートが必要であると感じますか。＜複数回答可＞ 

 

 
■その他（抜粋） 

・行政の各種封書に同封して注意喚起し、目に付く機会を増やす 

・SNS 以外でのインターネットを利用した情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2件（1％）

5件（3％）

111件（58％）

41件（21％）

61件（32％）

87件（46％）

120件（63％）

件 20件 40件 60件 80件 100件 120件 140件

7.その他

6.特に必要ない

5.情報弱者（高齢者など）に対するフォロー

4.啓発グッズ（防犯ステッカーなど）の提供

3.社会情勢に即した啓発冊子の提供

2.社会情勢に即した研修会、講演会の開催

1.SNSを活用した迅速な情報提供
N=191件



 

７ 今後に向けて 

消費生活に関する意識調査について（問 1～問 11）  

 

お問い合わせ先 

市民協働生活部 市民相談・消費生活課 

TEL：058-214-2680／MAIL：soudan-shouhi@city.gifu.gifu.jp 

 
 

市民相談・消費生活課では、第２次岐阜市消費者教育推進計画に基づき、消費者自らが合理的な

意思決定を行い、消費者被害に対して適切な行動をとることができる人材（かしこい消費者）育

成、消費者市民社会の一員として、社会の発展に積極的に関与できる人材育成のため、幼児期から

高齢期までのライフステージに応じた教育などの取り組みを推進してきました。 

しかしながら、今回の調査において「消費者教育の必要性を認識している人（質問 8）」は 95％で

ある一方で、「消費者教育を受けたことがある人（質問 7）」は 30％と、消費者教育における需要・供

給のミスマッチが発生しており、消費者教育を受ける機会をいかに創出するかが課題であることがわ

かります。 

市民にとって、「最も身近な消費生活に関する相談窓口であるべき「市消費生活センター」（質問 2）」

の認知度は 55％と決して高い数値とは言えず、周知が行き届いていないことも課題となっているこ

とがわかりました。 

また、消費生活トラブル（被害）にあった際の相談先として、「地域の身近な相談者（自治会、民

生児童委員、ケアマネージャーなど）（質問 1-2）」と回答した人は 0％と、消費生活についてのトラ

ブルは地域の人には相談しづらいことが推察されます。独居高齢者をはじめとして誰一人取り残され

ない消費者市民社会の実現に向けて相談しやすい環境の整備が必要であると考えています。 

このような中、市消費生活センターは、消費者の環境やライフステージに応じた体系的な消費者

教育の推進に向けた多様な教育の担い手との調整機能、多様化する消費生活トラブルに対する迅速

な相談対応や未然防止のための効果的な情報発信を行う機能、地域と消費生活センターをつなげる

役割を担う消費生活サポーターの育成といった役割を整理し、引き続き機能強化を図ることによ

り、効果的な施策を講じられるよう努めます。 

今回の調査結果を踏まえ、「自ら考え、選択し、行動する消費者力向上を支援し、「豊かで安全な

消費者市民社会の実現」を目指し、消費生活行政を推進します。 


